
 

 

医療介護総合確保法に基づく長野県計画の事後評価について（平成28年度医療分） 

 

 医療推進課 

 

１ 事後評価の実施 

  国から発出された「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に基づく

都道府県計画及び市町村計画並びに地域医療介護総合確保基金の取扱いに関する留意事項（平

成29年8月1日医政地発0801第１号）」に基づき、毎年度、事業の実施状況及び目標の達成状況

に係る事後評価を実施し、次年度に提出する計画に記載することとなっている。 

  この事後評価を実施する際には、地域の関係者や都道府県医療審議会等からも、必要に応じ

て意見を聴取するものとされている。 

 

２ 平成28度に実施した事業の事後評価 

 ⑴ 事業実績額    総額1,125,000千円 

  ❏平成26年度計画（計画期間：H26～H29）                       単位：千円 

事業区分 H26執行額 H27執行額 H28執行額 H29見込額 残額 総計 

①病床機能分化・連携 
推進事業 219,705 171,118 267,000 0 243,959 901,782 

②在宅医療推進事業 106,319 0 0 3,503 55,866 165,688 

③医療従事者確保事業 360,143 0 39,149 146,631 △83,393 462,530 

合計 686,167 171,118 306,149 150,134 216,432 1,530,000 

 

  ❏平成27年度計画（計画期間：H27～H29）                       単位：千円 

事業区分 H26執行額 H27執行額 H28執行額 H29見込額 残額 総計 

①病床機能分化・連携 
推進事業 ― 310,841 163,941 108,486 128,694 711,962 

②在宅医療推進事業 ― 134,193 0 8,441 47 142,681 

③医療従事者確保事業 ― 355,605 21,628 82,381 80 459,694 

合計 ― 800,639 185,569 199,308 128,821 1,314,337 

 

❏平成28年度計画（計画期間：H28～H30）                       単位：千円 

事業区分 H26執行額 H27執行額 H28執行額 H29見込額 残額 総計 

①病床機能分化・連携 
推進事業 ― ― 102,756 0 197,244 300,000 

②在宅医療推進事業 ― ― 146,400 13,929 12 160,341 

③医療従事者確保事業 ― ― 384,126 57,841 16 441,983 

合計 ― ― 633,282 71,770 197,272 902,324 

 

資料 ３ 



 

 

⑵ 事業区分ごとの評価 

 

① 病床機能分化・連携推進事業 

(目標） 

急性期、回復期、慢性期といった患者の病態変化に応じた医療が受けられるよう、地域の

医療機関の機能分化と相互連携を図る。 

・ネットワーク参加医療機関数の増：15機関（地域医療ネットワーク活用推進事業関連） 

 

(達成状況） 

入院患者の在宅復帰支援に要する施設整備や医療情報連携のための情報端末の整備を通

じて、医療機関の機能分化と相互連携を図る基盤整備が進んだ。 

また、木曽医療圏におけるがん超音波観測装置等のがん診療設備の整備や、大北医療圏に

おける脳卒中診療用のＣＴ装置の整備など、脆弱二次医療圏の医療提供体制の強化も引き続

き図られた。 

・ネットワーク参加医療機関数の増：23機関 

 

 

② 在宅医療推進事業 

（目標） 

在宅療養患者が安心して質の高い療養生活を送るため、多職種による在宅医療の提供体 

制を強化する。患者が望む在宅療養生活が可能となるよう、適切な在宅医療を効率的に受

けられる環境づくりを進める。 

・訪問診療を実施する医療機関数：500医療機関（在宅医療運営支援事業関連） 

・退院調整（支援）機能を強化する医療機関の増：５病院（在宅療養退院支援事業） 

 

（達成状況） 

  在宅医療運営支援事業による診療所を中心とした医療機関の在宅医療への参画促進、在

宅療養退院支援事業による病院の退院調整スタッフの確保、多職種による在宅医療に関す

る協議の場の設置や研修の実施など、地域における在宅医療提供体制の充実が一定程度図

られた。 

・訪問診療を実施する医療機関数：493医療機関 

・退院調整（支援）機能を強化する医療機関の増：３病院 

 

 

③ 医療従事者確保事業 

(目標) 

地域医療を担う医師のキャリア形成を支援しながら確保・定着を図ると共に、総合的な

医師確保対策を実施することにより、医師の偏在解消を目指す。看護職員の新規養成数の

確保及び働きやすい環境整備を通じて、県内への就業を促進する。 

・ドクターバンク事業における成約件数：６件（ドクターバンク事業関連） 

・看護師等養成所卒業生の県内就学率：80％(進学者除く)(看護師等養成所運営費補助金関連) 

 

 

 



 

 

（達成状況） 

  県外の医師に対するきめ細かなコーディネートや、県出身者で他県で活躍する医師等へ 

の働きかけにより、新たな医師確保を図ることができた。このほか、女性医師１名の復職 

支援が成功し、モデルケースを構築することができた。 

看護師養成所に対する運営費や施設整備等に対する支援による看護職員の新規養成及

び新人看護職員向けの研修の充実による離職防止が図られた。また、勤務環境改善に取り

組む病院に対してアドバイザーを派遣し、多様な勤務形態の導入に向けた支援を行った。 

・ドクターバンク事業における成約件数：11件  

・看護師等養成所の卒業生の県内就学率：集計中 

     

 

⑶ 全体の評価 

 

関係機関の円滑な連携と事業者の努力により、在宅医療の推進、医療従事者の確保を図ること

ができた。病床機能の分化・連携推進についても、その基盤整備としての医療情報連携や医療提

供体制の脆弱部分の強化が進められたところである。 

今後も地域の実情に鑑み、将来の医療提供体制を見据えた、医療資源の充実と必要な医療施設

整備に向けた事業を展開していきたい。 

 

 

⑷ 個別事業の実施状況 

   別表のとおり 

 

※地域医療介護総合確保基金（介護分）については、別途事後評価 

  










